
布設年度別水道管延長(m)
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５  10  15  20  それ以降に 72 年を超過 

年後 年後 年後 年後 

投資計画について 

財政計画について 

◆将来の犬山市の人口は減少傾向にあり、こ

れに伴い、給水量（有収水量）も減少が見

込まれます。 

 

（１）将来人口と給水量(有収水量) 

（２）料金収入の見通し 
水道料金（千円） 人口（人）
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◆今後の人口減少に伴い、料金収入も減少す

る見込みです。 

                 （税抜） 

◆令和２年度に策定された経営戦略は、その後の物価高騰や県営水道料金の値上げの影響によ

り、支出額が計画値から乖離した一方、収入は概ね推計どおり（微減）となり、収支に大き

なギャップを生じています。 

◆経営戦略の中では、定期的な見直しを行うことを謳っており、社会情勢や経営環境の変化に

合わせて中間見直しを行うこととし、その計画期間を令和８～17年度の10年間とします。 

◆犬山市の水道料金体系は用途別料金を採用し、それぞれ基本料金と従量料金を設定し、１か

月５ｍ3まで基本料金に含む基本水量を設けています。家事用料金を業務用より安い設定と

し、一般家庭の基本的な生活用水をより安く供給することを通じて、市民の健康的な生活を

支えるものとなっており、そのため家庭向けの料金は県内で最も安い価格となっています。 

◆これまでの経営効率化として、浄水場等の運転管理等において複数業務を一括しての民間委

託、配水管路図を現場で確認できるタブレット導入等のＤＸ等に取り組んできました。 

 

 

 水道事業経営戦略について  

 

 

 

 

 

 

 

 水道事業の現状  

 

 

 

 

 

 

 

 

 将来の事業環境  

 

 

 

 

 

項 目 R6 R17 比較 

人 口（人） 71,067 67,297 △3,770 

給水量(千ｍ3) 8,871 8,625 △246 

 

 

 

 

 

 

項 目 R6 R17 比較 

料金収入(百万円) 993 985 △8 

 

 

 

 投資・財政計画  

 

 

◆水道の資産の８割を占める管路は、口径の小さ

い支管にも寿命の長い耐震管を採用して更新を

進めたこと等により、実耐用年数（材質による

差を通算した平均寿命）は約72年となっていま

す。布設年度別では最も古い管で約54年経過し

ていますが全体として老朽管は少なく、これま

で概ね順調に更新されています。 

◆今後の管路の更新は、布設から72年を迎える管 

 路に加え、重要度・優先度を考慮して重要給水施設へ接続する管路など更新の優先箇所を設

定し、該当箇所については建設年度にかかわらず工事を前倒しして耐震化を進めます。10年

間の更新投資額として約32億円を予定しています。 

◆管路以外の浄水場等の施設についてはポンプ等の設備ごとに寿命が異なるため、これまでに

設備ごとの年数に応じて更新されています。今後の更新需要見通しは、引き続き、施設全体

の一括建て替えを特定年度に計上するのではなく、最も古い白山浄水場を含め全施設の総需

要額に対して毎年継続的に更新を行って更新投資額の平準化を図ります。10年間の更新投資

額として約10億円が必要となります。 

項 目 R6 R17 比較 

管路更新率 0.44％ 0.80％ ＋0.36％ 

 

 

◆犬山市の配水量の３分の２を占める県営水道からの受水費の値上げをはじめ諸物価の高騰に

より費用が増大しており、令和17年度の総費用は約13億2,300万円となる見込みです。 

◆収益は給水人口の減少により微減し、現行の水道料金水準では、同年の総収益は約11億5800

万円の見込みです。約１億6,600万円の純損失を計上し、更新投資財源がマイナスで工事を行

うことができず、水道の安定的な経営が困難になります。 

◆水道施設の老朽化を防ぎ将来にわたって安定的な水道の供給により市民生活を支えるため、

必要な更新投資財源を確保して健全な事業経営を維持できるよう収支を見直します。令和17

年度に料金回収率が100％の水準を確保するため、収益の増加と費用の削減が必要となります。 

◆引き続き包括的な業務委託により民間のノウハウを活用するほか、人工衛星を活用した漏水

調査の共同発注など効率的な漏水発見・修繕を進め、有収率を令和17年度に91％まで向上し

て、費用の削減に努めます。令和17年度の総費用は約12億9,700万円となり、料金回収率は 

83.27％（現行料金換算で21％相当の収入不足）から85.16％（現行料金換算で18％相当の収

入不足）に改善されます。 

 

犬山市水道事業   経営戦略  （令和８～１７年度）   ＜概要版＞ （案） 



698

867 877
957 957 1,000 1,034 1,045

1,072 1,089 1,100

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

犬
山
市(

現
行
１
位)

犬
山
市
（
改
定
後
）

２
位

３
位

４
位

５
位

６
位

７
位

８
位

９
位

１
０
位

※家庭用又は13mmで１か月10ｍ3使用

料金の見直し案 

総収益（税抜）

建設改良費（税込）

4条補填財源残高

総費用（税抜）

純利益（損失）

企業債残高

1,479

1,824 1,897
1,930

2,090 2,090 2,167
2,200

2,296 2,360 2,398

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

犬
山
市(

現
行
１
位)

犬
山
市
（
改
定
後
）

２
位

３
位

４
位

５
位

６
位

７
位

８
位

９
位

１
０
位

※家庭用又は13mmで１か月20ｍ3使用

98,697
102,905102,982

113,245116,105
116,886117,942118,228118,690

120,670122,375

137,212

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

１
位

２
位

犬
山
市(

現
行
３
位)

４
位

５
位

犬
山
市
（
改
定
後
）

６
位

７
位

８
位

９
位

１
０
位

愛
知
県
平
均

※業務用又は50mmで

１か月500ｍ3使用

194,947
204,655208,032

218,405
226,875228,745229,328231,836

233,442233,827236,775

267,818

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

１
位

２
位

犬
山
市(

現
行
３
位)

４
位

５
位

６
位

７
位

犬
山
市
（
改
定
後
）

８
位

９
位

１
０
位

愛
知
県
平
均

※業務用又は50mmで

１か月1,000ｍ3使用

料金改定率 18％相当 

 

料金改定率 21％相当 

有収率の改善により経費を削減 

して、料金改定率を 3％抑制 
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◆令和17年度に料金回収率100％を確保できる水準となるよう、令和９年度から料金の見直し

（現行料金比18％相当の値上げ）が必要です。 

 

項 目 R6 R17 比較 

料金回収率 96.36％ 100.48％ ＋4.12％ 

有 収 率 84.2％ 91％ ＋6.8％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆事業に必要なコストを、使用者が広く公平に負担するという原則に基づき、同じ口径のメー

ターで使用する場合、誰が使用しても水道水にかかるコストは同じという基本的な考え方を

踏まえた口径別料金体系が、他の自治体でも主流となっています。 

◆犬山市がこれまで採用していた用途別の料金体系から、基本料金を水道メーターの口径別（サ

イズ別）に設定した口径別料金体系に移行します。 

◆これまで犬山市では、一般家庭向けに基本的な生活用水をより安く供給してきており、家庭

向けの水道料金は愛知県で最も安い価格となっています（１か月10ｍ3及び20ｍ3使用の場合）。 

◆そのため、口径区分を40ミリ以下の小口径（主な使用形態が家庭向け）と 50ミリ・75ミリ・

100ミリ（いずれも事業所向け）の４区分とし、口径40ミリ以下の使用者に限り、１か月20

ｍ3までの従量料金について安い単価を設定することで、引き続き一般家庭向けの基本的な生

活用水をより安く提供できるようにします。 

◆従来１か月５ｍ3まで基本料金に含まれていた基本水量は、廃止します。 

◆これらにより、家庭向けの１か月10ｍ3及び20ｍ3使用の場合ともに、改定後も引き続き愛知

県内で１番安い料金水準を維持します。また、事業者向けの大口径の平均的な使用量におい

て、改定後も愛知県平均より安い水準となっています。 

 

◆料金表の見直し案（１か月につき・税抜き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆県内自治体との比較（１か月につき・税込み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今後の検討予定  

 

◆愛知県では４ブロックに分けて地域の実情に応じた広域化のあり方が検討されています。犬

山市が所属する西尾張ブロックにおいて、引き続き県及び近隣自治体との検討を進めます。 

◆ウォーターPPP等の民間活用の取り組みについては、費用対効果やその他の影響を含め、その

導入の可否について慎重に検討を進めます。 
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